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「出前講座」を実施します　詳しくは１２面をご覧ください
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理想のまち理想のまち
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　都市の生活で“快適さ”“やすらぎ感”をもたらす
もののひとつに緑や自然がありますが、本市では、
農地や雑木林、樹木や川など、数多くの自然を保有
しています。それらの自然を守り、「緑の散歩道」や
「市民の憩いの空間」として活かすことにより、自
然と共生するやすらぎの生活を実現することができ
ます。さらに、緑だけではなく、安心できる空間や
人とふれあえる場によっても私たちはやすらぎ感を
得ます。例えば、「安全に歩くことができる道路」や
「気軽に集える施設」や「人と人とのコミュニケー
ションのある商店街」などにより、安心できる環境
で生活することができます。都市機能の利便性の向
上と同時に、このような「やすらぎを感じる身近な
空間」をつくっていくことが大切です。
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　高齢社会への対応や商業集積地の魅力づくり、地
域コミュニティの再生、省エネ・リサイクル等、今、
まちは多くの課題を抱えています。これらへ対応で
きる地域の活動やしくみの再構築は不可欠となって
います。西東京市が住みよい地域として存続し、自
立していくためには、市民や企業、行政、NPO等が
協働し、地域のサービス・産業・資源をお互いに活
かしあい、支えあうしくみが必要です。
　「支えあいのしくみ」とは、福祉サービスの充実、地
域産業と地域消費の活性化、緑豊かな自然環境の保
全、資源循環の推進などであり、一つひとつのサー
ビスの充実にとどまらず、複合的に連動したしくみ
のことです。また、このしくみには、それを担う人
やコミュニティ、ボランティアが主体的に育ち、互
いに影響し、向上しあう環境が求められます。
 だれもが安心して暮らすことのできる地域をつく
るために、このような地域の資源である「ひと・も
の・こと」を見
出し、育て、活
かし、つなげる
ことにより、み
んなで支えあう
行動を生み出す
ことが大切で
す。
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　私たちが生活をおくるなかで、例えば映画や音楽、
スポーツなどを“知りたい”“楽しみたい”、地域や
社会のことを“学びたい”と感じる場面があります。
このようなとき、手軽に知り、のびのびと活動する
ことができ、楽しく学ぶことができる機会・場所が
身近にあることは重要です。
　子どもから大人まで市民が育ち、力を発揮できる
環境として、また市民主体の活動を支える人材づく
りとして、文化・スポーツ施設などの「娯楽や趣味
を楽しむ場」や、学校・生涯学習施設などの「知識
を得るための場」、さらにボランティアなどの「活動
する場」づくりが求められています。
　それと同時に、場だけではなく、知りたい・学び
たいと思う歴史資源づくりや文化の創造、情報の受
発信ができるしくみの提供、市民のネットワークづ
くりも重要です。
 このような西東
京に暮らす市民が
育ち、地域資源が
活かされ、活動が
活気づく「ひと・
もの・ことが育つ
環境」が理想です。

��������	���������	�

　魅力あるまちは、人や企業、情報やものが集まり、

何かを生み出す可能性にあふれています。そこでは、

買い物や通勤・通学などの日常生活や、事業所や商

店街、農地における生産活動など、人が生活しやす

く活動しやすい状態が実現されています。

　このようなまちの姿に近づくためには、人や企業、

団体等が自由に活動できる環境が必要となります。

利便性の高い公共交通・道路、生活サービスを提供す

る施設の集積、活気ある産業が根づくしくみがあり、

と同時に、人が集う空間が創出されていることが大

事です。また、そのような状態をつくりだすことで、

生活の負荷が少ない「職住近接」が実現し、人間の感

覚や行動に適合した快適な生活を営むこともできま

す。さらに、そのように人が息づく環境には、前提と

して一人ひとりが

尊重され、その生

き方が大切にされ

ていることが大事

であり、自由な活

動や考えを発揮で

きることも必要と

されます。


